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商法改正による株式制度に係わる問題として，(1)額面株式と無額面株式の

同質化，(2)単位株制度の導入，(3)法人による株式相互保有規制が上げられる。

額面株式と無額面株式の関係は，資金調達機能の形式的要件として額面機

能を有するにすぎず，今回の改正は額面，無額面株式の同質化と法定資本の
充実に焦点がおかれた改正である。

単位株制度及び法人の株式相互保有の問題は，株式会社制度の根幹をなす

株式会社の理念に係わる問題であり，同時に法定資本に係わる問題でもある。

当該稿において，商法改正に伴う単位株制の導入による端数株式買取請求権

による自己株式及び親子会社，法人の株式相互保有株式について商法の論理

と会計との関連について論究する。 、

１自己株式について

自己株式とは「会社が承継的に取得し，または質受した自己発行の株式｣(1)
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と定義され，当該会社が資本調達の－手段として発行した株式の再取得によ

る株式を意味するのである。わが国における商法は，基本的には資本充実，

維持の原則，株主平等の原則，株式取引等における公正性の原則等の観点よ

り，原則として有償取得を禁じ，取得許容事由の範囲を限定列挙し部分的に

容認しているのである。自己株式取得許容事由と範囲についてみると(2)，
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自己株式

市場維持

端数株式失権株式

株式会社における自己株式取得制限の論理は，株式会社本質観の相違によ

り二つの見解が存するのである。そのＨは株式会社を株主すなわち資本出資

者の集合体であると考え，会社それ自体の存在と独自性を否定する見解であ

る。かかる観点からの自己株式の取得は，自己株式は資本構成単位として位

置付けられ，自己株式の取得は資本の控除を意味することとなる。それ故に

自己株式の取得は，資本の空洞化をまねき，資本充実，維持の原則に照して，

論理的に否定されるのである。

その口は，株式会社の資本構成因素としての資本出資者（株主）と会社そ

れ自体は，全く別個の存在として認識され，、株式会社それ自体の存在(3)を

容認する見解である。それ故に株式は資本の調達策の－手法として機能し，

その結果資本構成と株式の乖離化現象がかもし出されるのである。かかる株

式会社企業それ自体の観点から株式それ自体を認識する場合，そこには，自

己株式の有償取得又は他社の有価証券の取得において，株式それ自体の性格

を因素として論理的に分類する必然性ではなく，ただ政策論的観点より，株主

総会等における株主の議決権行使における歪曲化,､投機的株式取得等による

株式取引市場操作等，自己株式取得に伴なう弊害に対応した政策論的規制と

して要請されたのである。

換言すると，自己株式の本質は，株式会社本質論に依拠し規定されるもの

であり，それらは例えば，株式と資本の関係としても認識されるのである。
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株式を資本の構成単位体として認識し，自己株式の取得は資本の控除として

認識する見解と自己株式を資本の運用形態(4)の－として考え，資産性を認

識する見解は自己株式の本質，すなわち会計的性格及びその規制体系におい
て重要な因素となるのである。

(注）

(1)末川博編「全訂法学辞典」406頁。

(2)龍田節「自己株式取得の規制類型」，『法学論叢」９０巻４，５，６合併号206～207
頁。

取得許容の効用として，

ａ，構造的調整１．減資・消却３．転換・選択権

２．包括承継４．端数株・失権株

３．賀取謂求権ｄ，資金運用

ｂ，資産確保１．権利の実行ｅ，企業防衛１．企業政策の維持

２．憤権担保、２．外資に対抗

ｃ、資本調達１．安定操作３．企業取得

２．市場維持ｆ、従業員対策

自己株式取得規制の必要性として

ａ・資本維持１．出資払戻の禁止ｃ・支配の公正

２．資産の健全性。、株式取引の公正

３．資産の流動性（副作用）

ｂ、株主平等１．機会均等ａ．法の尊厳

２．危険負担の公平ｂ、規制の経済

３６価格の公正

自己株式取得規制の方法として

第１指標第２指標

Ａ，包括禁止

国……列挙（閑鰯|）
Ｂ２一般条項Ｄ，限度規制

Ｃ・財源規制Ｃｕ資本金Ｅ・価格規制

Ｃ２資本剰余金Ｆ、手続規制Ｆ，決定方法

Ｃａ利益剰余金Ｆ２買付方法

･支払不能Ｆ３開示方法
第３指標

Ｇ，実質規制ＧＩ従属企業

Ｇ２計算帰属

Ｇ３融資
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(3)牧野英一『財産法の革新」参照。大隈健一郎「株式会社法変遷論』参照。田中誠二

「商法における社会本位的考察｣，「現代商法学理論の重要問題」参照。

(4)盛田昭夫「自己株式の取得を認めよ」－対談，「企業会計」ｖｏＬ３４，NOL12.ｐ、

１４７．

企業としては資金に余剰が生じた場合は投資先を探すわけですが，調査の上で自分

の会社が最も有望な投資先だと判断した場合にはその株式を買うのが当然ではないで

しょうか。この前ＩＢＭが自己株を買いましたが，これはいろいろ調査した結果，自

社が一番良い投資先だと判断したからです。他社の株式しか買えないという論理は理

解できませんね。

２会計主体と自己株式

会計主体は会計学上における最も基本的な概念であり，AccountingView-

pointとして位置付けられ，会計的判断の主体を意味するのである。それ故

に会計主体は会計構造それ自体を規定すると同時に各構成因素の性格をも規

定することとなる。

会計主体と自己株式の関係は，会計主体それ自体が如何なる観点に立脚し

て，会計的判断を下すかによって，自己株式の性格を規定することになる。

では会計主体を規定するものは何か，それは企業それ自体であって，企業の

本質を如何に認識するかによって，会計主体すなわち会計事象に対する判断

の主体が明確になるのである。

会計学上株式会社を如何に認識するかについて，二つの考え方がある。そ

の㈹は株式会社それ自体の存在を否定し，株式会社は株主の集合体であって，

それらは飽迄株主個々の集合体であると考える資本主主体論的認識である。

かかる見解は自己株式を資本取引と考え，有償による自己株式の取得は実質

的減資と位置付けるのである.しかし今回改正された株式制度中，単位株制

度の導入による端数株式買取請求権による自己株式の有償取得は有価証券の

一時的所有という限定の下に法の政策的擬制による資産性を認容し，反面自

己株式の売買差損益の剰余金増減処理という妥協の下に自己株式が認識され

ているのである。

その(二)は株式会社の存在と株主（資本出資者）とは別個の存在と考え，株

式会社それ自体が株主より独立した人格を有する社会的存在として認識する

見解である。かかる観点より自己株式を考察すると，自己株式は当初資本調

達の一手段として位置付けられ，流通市場における自己株式は，調達資金の

具体的な運用形態の一つにしかすぎないのである。それ故に他の一時的所有
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の有価証券類とは本質的に異なることなく，有償による自己株式の取得にお

いても資産性が認識されるのである。

会計上自己株式の資産性の容認は，自己株式の取得にともなう株主の議決

権行使及び株式の市場操作等に対する公正性の確保，利害関係者保護の観点

より，明瞭性の原則に則とったデイスクロージャー（会計開示）問題及び自

己株式取得株数量的規制（商法第210条，会社ハ左ノ場合ヲ除久外自己ノ

株式ヲ取得シヌハ質権ノ目的トシテ発行済株式ノ総数ノー十分ノーヲ超ユル

数ノ自己ノ株式ヲ受クルコトヲ得ズ）と区分計上（商法計算書類規則第12条，

自己株式は流動資産の部に他の株式と区別して記載しなければならない｡)が

規定されているが，かかる規制は自己株式の有償取得に係わる政策的規制と

して規定されたものであり，自己株式の資産性に対する論理的否定として規

制されたものではない。自己株式の有償取得と会計主体との関係をそれぞれ

の会計処理方法において示すと次のようになる。

端数株式買取請求権による自己株式の売買取引

１）株主石川より株式800株（④200円）で買取った。

（自己株式）160,000（現金預金）160,000

２）株主金沢より株式200株（、220円）で買取った。

（自己株式）440,000（現金預金）44,000

３）自己株式1,000株③250で売却した。

（現金預金）250,000（自己株式）204,000

※（有価証券売却益）４６，０００，又は（資本準備金）46,000

有価証券売却損又は益として処理する見解は自己株式の売買を損益取引と

して処理し，自己株式の資産'性を容認する見解である。これに対して自己株

式を資本取引として認識した場合，自己株式の売買価格差は資本準備金の増
減項目として会計処理することが論理的である。

又単位未満株式の買取請求に対する株式の買取価格は，商法附則第19条に
おいて規定され，例えば証券取引所に上場されている株式について買取請求

があった場合，証券取引所（本店最寄りの取引所）の開設する市場における

請求の日の最終価格（その日に売買取引がないときは，その後最初にされた

売買取引の成立価格）に相当する額をもって売買価格と定めている。その結

果，自己株式の売買時期の相違により市場価格の変動を受けることとなり，

そこには自己株式の受入価格における価格差と売却価格における価格差の問

題が提起される。自己株式の売買における有価証券価格の評価とその方法，

例えば個別法，先入先出法，後入先出法，等諸方法が考えられる。
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以下会計主体との関係を図示すると

会計主体株式と資本

資本主主体論･株式は資本の構成単位体

自己株式

･自己株式は資本の控除

（減資）

゜資産性はない。(額面金額×株式数）

＝資本を基本とする。株式と

資本は直接的な関係にある。

｡株式は資本調達の手段，資本

に対する持分を構成する単位

体

･額面株式の無額面株化により

株式と資本の関係は間接的関

係となる

゜自己株式は有価証券と

考える

企業実体主体論

｡資産性を認める

端数株式買取請求権

。－時的所有という限定の下に政策

的擬定制として資産性を認める。

。自己株式の流動化と資産性の確証

会計処理

･売買差額は資本剰余金の増減とし

て処理する。

｡売買差額は期間損益の増減として

処理する。

企業会計原則上の規定自己株式の評価

゜自己株式は流動資産。買入価格の差異と払出価格の決定

棚嚇(他の有臓券と区分計会計手続|鮮志iFo上のこと）明瞭性の原則

゜自己株式は流動資産

有価証券（他の有価証券と区分計゜買入価格の差異と払出価格の決定

上のことⅧ…剛会計雫続|鱒iＷｏ
３単位株制と端数株式

商法改正にともない額面株式の無額面化と単位株式制度の導入が指向され

た。単位株式制度の導入は，同時に単位未満株式に係わる問題を提起するこ
ととなったり)(2)(3)

Ｌ
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